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ツ
ク
ヨ
ミ
に
関
す
る
一
考
察 

─
三
貴
子
の
再
考
を
通
じ
て
─

藤
　
目
　
乃
理
子

序

　

本
論
文
で
は
、『
古
事
記（

１
）』『

日
本
書
紀（

２
）』

に
登
場
す
る
ア
マ
テ

ラ
ス
、
ツ
ク
ヨ
ミ
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
三
貴
子
を
と
り
あ
げ
る
。
月
神

で
あ
る
ツ
ク
ヨ
ミ
の
活
躍
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
比
べ

て
極
端
に
少
な
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
記
紀
神
話
に
お

け
る
月
神
は
、
夜
や
海
を
支
配
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
太
陽
と

共
に
天
を
治
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
重
要
な
地
位
に
就
い
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ツ
ク
ヨ
ミ
に
関
す
る
研
究
は
、
情
報
の

少
な
さ
か
ら
、
他
の
貴
子
と
比
べ
て
後
れ
を
と
っ
て
い
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

　

顕
宗
紀
に
は
、
高
皇
産
霊
の
子
孫
と
し
て
月
神
が
日
神
と
共
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

三
年
春
二
月
丁
巳
朔
、
阿
閉
臣
事
代
、
銜
　レ

命
、
出
使
　二

于
任

那
　一

。
於
　レ

是
月
神
著
　レ

人
謂
之
曰
、
我
祖
高
皇
産
霊
有
　下

預

鎔
　二

造
天
地
　一

之
功
　上

。
宜
　下

以
　二

民
地
　一

、
奉
　中

我
月
神
　上

。
若

依
　レ

請
献
　レ

我
、
当
　二

福
慶
　一

。
事
代
由
　レ

是
還
　レ

京
具
奏
、
奉

以
　二

歌
荒
樔
田
　一

。
歌
荒
樔
田
、
在
二

山
背
国
葛
野
郡
一
。
壱
伎
県
主
先
祖
押
見
宿
禰
侍
　レ

祠
。
三
月
上
巳
、
幸
　二

後
苑
　一

、
曲
水
宴
。

夏
四
月
丙
辰
朔
庚
申
、
日
神
著
　レ

人
謂
　二

阿
閉
臣
事
代
　一

曰
、

以
　二

磐
余
田
　一

献
　二

我
祖
高
皇
産
霊
　一

。
事
代
便
奏
。
依
　二

神
乞
　一

献
　二

田
十
四
町
　一

。
対
馬
下
県
直
侍
　レ

祠
。

 

（
日
本
書
紀
・
顕
宗
天
皇（

３
））

　

顕
宗
紀
に
お
け
る
月
神
・
日
神
は
、
人
に
憑
依
す
る
霊
的
な
神

で
あ
り
、
双
方
同
じ
形
式
で
出
現
し
て
い
る
。
登
場
す
る
日
月
神

の
姿
は
、
天
に
君
臨
す
る
神
と
し
て
の
威
厳
が
乏
し
い
。
日
神
に

関
し
て
は
、ア
マ
テ
ラ
ス
の
よ
う
な
地
位
の
高
さ
は
感
じ
ら
れ
ず
、
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月
神
と
同
格
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
神
代
と
は
異
な

り
、
名
を
持
た
な
い
日
月
神
で
あ
る
が
、
祖
と
す
る
の
は
、
高
皇

産
霊
と
い
う
、
自
然
現
象
の
神
格
化
に
よ
ら
な
い
思
想
か
ら
生
ま

れ
た
と
見
え
る
神
で
あ
る
。
顕
宗
紀
の
日
神
・
月
神
が
、
ア
マ
テ

ラ
ス
・
ツ
ク
ヨ
ミ
で
あ
る
と
は
断
定
し
難
い
。

　

三
貴
子
は
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
か
、
ま
た
、
ツ
ク
ヨ
ミ
と

い
う
神
が
創
作
さ
れ
た
意
図
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

一
、
ツ
ク
ヨ
ミ
の
立
ち
位
置

　

ま
ず
は
、『
古
事
記
』に
お
け
る
三
貴
子
誕
生
の
神
話
を
挙
げ
る
。

是
以
、
伊
耶
那
伎
大
神
詔
、
吾
者
、
到
　二

於
伊
那
志
許
米

上
、
志
許
米
岐
此
九
字

以
レ
音
。
穢
国
　一

而
在
祁
理
。
此
二
字

以
レ
音
。
故
、
吾
者
、

為
　二

御
身
之
禊
　一

而
、
到
　二

坐
竺
紫
日
向
之
橘
小
門
之
阿
波

岐
此
三
字

以
レ
音
。原
　一

而
、
禊
祓
也
。

…
於
是
、
洗
　二

左
御
目
　一

時
、
所
　レ

成
神
名
、
天
照
大
御
神
。
次
、

洗
　二

右
御
目
　一

時
、
所
　レ

成
神
名
、
月
読
命
。
次
、
洗
　二

御
鼻
　一

時
、

所
　レ

成
神
名
、
建
速
須
佐
之
男
命
。
須
佐
二
字

以
レ
音
。

右
件
、
八
十
禍
津
日
神
以
下
、
速
須
佐
之
男
命
以
前
、
十
柱

神
者
、
因
　レ

滌
　二

御
身
　一

所
　レ

生
者
也
。

此
時
、
伊
耶
那
伎
命
、
大
歓
喜
詔
、
吾
者
、
生
　二

々
子
　一

而
、

於
　二

生
終
　一

得
　二

三
貴
子
　一

、
即
其
御
頸
珠
之
玉
緖
、
母
由
良
邇

此
四
字
以
レ
音
。

下
効
レ
此
。
　

取
由
良
迦
志
而
、
賜
　二

天
照
大
御
神
　一

而
、
詔
之
、
汝

命
者
、
所
　レ

知
　二

高
天
原
　一

矣
、
事
依
而
賜
也
、
故
其
御
頸
珠
名
、

謂
　二

御
倉
板
拳
之
神
　一

。
訓
二
板
拳
一

云
二
多
那
一
。次
詔
　二

月
読
命
　一

「
汝
命
者
、所
　レ

知
　二

夜
之
食
国
　一

矣
。」
事
依
也
。
訓
　レ

食
云
　二

袁
須
　一

。
次
　一

、
詔
　二

　
建
速
須
佐
之
男
命
　一

、
汝
命
者
、
所
　レ

知
　二

海
原
　一

矣
、
事
依
也
。

故
、
各
随
　二

依
賜
之
命
　一

所
　レ

知
看
之
中
、
速
須
佐
之
男
命
、

不
　レ

治
　二

所
　レ

命
之
国
　一

而
、
八
拳
須
至
　二

于
心
前
　一

、
啼
伊
佐
知

伎
也
。
自
レ
伊
下
四
字
以
レ

音
。
下
効
レ
此
。
　

其
泣
状
者
、
青
山
如
　二

枯
山
　一

泣
枯
、
河
海

者
悉
泣
乾
。
是
以
、
悪
神
之
音
、
如
　二

狭
蠅
　一

皆
満
、
万
物
之

妖
、
悉
発
。
故
、
伊
耶
那
岐
大
御
神
、
詔
　二

速
須
佐
之
男
命
　一

、

何
由
以
、
汝
、
不
　レ

治
　下

所
　二

事
依
　一

之
国
　上

而
、哭
伊
佐
知
流
。爾
、

答
白
、
僕
者
、
欲
　レ

罷
　二

妣
国
根
之
堅
洲
国
　一

故
、
哭
。
爾
、
伊

耶
那
岐
大
御
神
、大
忿
怒
詔
、然
者
、汝
、不
　レ

可
　レ

住
　二

此
国
　一

、

乃
神
夜
良
比
爾
夜
良
比
賜
也
。
自
レ
夜
以
下

七
字
以
レ
音
。故
、
其
伊
耶
那
岐
大
神

者
、
坐
　二

淡
海
之
多
賀
　一

也
。

 

（
古
事
記
上
巻（

４
））

　
『
古
事
記
』
で
は
、
伊
耶
那
伎
大
神
が
黄
泉
国
か
ら
逃
げ
帰
り
、

身
を
清
め
た
際
に
、両
眼
と
鼻
か
ら
三
貴
子
が
誕
生
し
た
と
あ
る
。

天
照
大
御
神
は
高
天
原
、
月
読
命
は
夜
之
食
国
、
建
速
須
佐
之
男

命
は
海
原
の
統
治
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
月
読
の
支
配
す
る
夜
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治
を
執
り
、
宇
遅
能
和
紀
郎
子
は
皇
位
に
つ
く
よ
う
指
示
さ
れ
て

い
る
が
、『
日
本
書
紀
』
の
三
皇
子
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

天
皇
召
　二

大
山
守
命
・
大
鷦
鷯
尊
　一

、
問
之
曰
、
汝
等
者
愛
　レ

子
耶
。
対
言
、
甚
愛
也
。
亦
問
之
、
長
与
　レ

少
、
孰
尤
焉
。

大
山
守
命
対
言
、
不
　レ

逮
　二

于
長
子
　一

。
於
　レ

是
天
皇
有
　二

不
　レ

悦

之
色
　一

。
時
大
鷦
鷯
尊
預
察
　二

天
皇
之
色
　一

、
以
対
言
、
長

者
多
経
　二

寒
暑
　一

、
既
為
　二

成
人
　一

更
無
　レ

悒
矣
。
唯
少
子
者
未
　レ

知
　二

其
成
不
　一

。
是
以
少
子
甚
憐
之
。
天
皇
大
悦
曰
、
汝
言
寔

合
　二

朕
之
心
　一

。

是
時
天
皇
常
有
　下

立
　二

菟
道
稚
郎
子
　一

為
　二

太
子
　一

之
情
　上

。
然

欲
　レ

知
　二

二
皇
子
之
意
　一

。
故
発
　二

是
問
　一

。
是
以
不
　レ

悦
　二

大
山

守
命
之
対
言
　一

也
。
甲
子
、
立
　二

菟
道
稚
郎
子
　一

為
　レ

嗣
。
即
日
、

任
　二

大
山
守
命
　一

、
令
　レ

掌
　二

山
川
林
野
　一

、
以
　二

大
鷦
鷯
尊
　一

為
　二

　
太
子
輔
　一

之
令
　レ

知
　二

国
事
　一

。

 

（
日
本
書
紀
・
応
神
天
皇
四
〇
年
正
月
条（

７
））

　
『
古
事
記
』
と
同
じ
箇
所
に
あ
た
る
場
面
で
は
、
菟
道
稚
郎
子

を
跡
継
ぎ
と
し
、
即
日
に
大
山
守
命
を
任
じ
て
山
川
林
野
を
掌
握

さ
せ
、
大
鷦
鷯
尊
を
太
子
の
助
け
と
し
て
国
事
を
治
め
さ
せ
た
と

書
か
れ
て
い
る
。
記
紀
を
比
較
す
る
と
、『
日
本
書
紀
』
で
は
『
古

事
記
』
よ
り
も
、「
太
子
の
助
け
に
な
る
よ
う
に
」
と
強
調
し
て

之
食
国
に
つ
い
て
は
、
他
二
つ
の
領
域
の
よ
う
に
、「
原
」
で
は

な
く
、「
食
国
」
と
な
っ
て
い
る
点
で
異
質
で
あ
る
。

　
「
食
国
」
の
語
に
つ
い
て
は
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
月
読
と
大

雀
命
の
二
カ
所
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
。
三
貴
子
へ
の
統
治
命

令
の
話
と
、
応
神
記
に
登
場
す
る
三
皇
子
の
話
の
類
似
性
は
、
都

倉
義
孝
が
指
摘
し
て
い
る（

５
）。

次
に
、
応
神
記
に
お
け
る
三
皇
子
の

場
面
を
上
げ
る
。

此
天
皇
之
御
子
等
、
幷
廿
六
王
。
男
王
十
一
、

女
王
十
五
。

此
中
、
大
雀
命
者
、

治
　二

天
下
　一

也
。

於
是
、
天
皇
、
問
　二

大
山
守
命
与
大
雀
命
　一

詔
、
汝
等
者
、
孰
　二

愛
兄
子
与
弟
子
　一

。
天
皇
所
三
以
発
二
是
問
一
者
、
宇
遅
能
和

紀
郎
子
有
下
令
レ
治
二
天
下
一
之
心
上
也
。

爾
、
大
山
守
命
白
、

愛
　二

兄
子
　一

。
次
、
大
雀
命
、
知
　下

天
皇
所
　二

問
賜
　一

之
大
御
情
　上

而
、

白
、
兄
子
者
、
既
成
　レ

人
、
是
無
　レ

悒
。
弟
子
者
、
未
成
　レ

人
、

是
愛
。
爾
、
天
皇
詔
、
佐
耶
岐
、
阿
芸
之
言
、
自
レ
佐
至
レ
芸

五
字
以
レ
音
。
如
　二

我

所
　
　
一
レ

思
。
即
詔
別
者
、
大
山
守
命
、
為
　二

山
海
之
政
　一

。
大

雀
命
、
執
　二

食
国
之
政
　一

、
以
白
賜
。
宇
遅
能
和
紀
郎
子
、
所
　レ

知
　二

天
津
日
継
　一

也
。
故
、
大
雀
命
者
、
勿
　レ

違
　二

天
皇
之
命
　一

也
。

 

（
古
事
記
中
巻
・
応
神
天
皇（

６
））

　

傍
線
部
で
は
、
応
神
天
皇
か
ら
三
皇
子
が
、
各
々
役
割
を
命
じ

ら
れ
て
い
る
。
大
山
守
命
は
山
海
の
政
治
、
大
雀
命
は
食
国
の
政

ツクヨミに関する一考察 ― 藤目乃理子
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書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

応
神
天
皇
の
三
皇
子
の
記
述
を
念
頭
に
置
き
、
次
は
、『
日
本

書
紀
』
に
お
け
る
三
貴
子
の
誕
生
神
話
を
挙
げ
る
。

次
生
　レ

海
。
次
生
　レ

川
。
次
生
　レ

山
。
次
生
　二

木
祖
句
句
廼
馳
　一

。

次
生
　二

草
祖
草
野
姫
　一

。
亦
名
　二

野
槌
　一

。
既
而
伊
弉
諾
尊
・

伊
弉
冉
尊
共
議
曰
、
吾
已
生
　二

大
八
洲
国
及
山
川
草
木
　一

。
何

不
　レ

生
　二

天
下
之
主
者
　一

歟
。
於
　レ

是
共
生
　二

日
神
　一

。
号
　二

大
日

孁
貴
　二

。
大
日
孁
貴
、
此
云
二
於
保
比
屢
咩
能
武
智
一
。
孁
音
力

丁
反
。
一
書
云
天
照
大
神
。
一
書
云
天
照
大
日
孁
尊
。
此
子
光
華
明
彩
、
照
　二

　
徹
於
六
合
之
內
　一

。
故
二
神
喜
曰
、
吾
息
雖
　レ

多
、
未
　レ

有
　二

若
　レ

　
此
霊
異
之
児
　一

。
不
　レ

宜
　三

久
留
　二

此
国
　一

。
自
当
　下

早
送
　二

于

天
　一

、
而
授
以
　中

天
上
之
事
　上

。
是
時
天
地
相
去
未
　レ

遠
。
故

以
　二

天
柱
　一

、
挙
　二

於
天
上
　一

也
。

次
生
　二

月
神
　一

。
一
書
云
、
月
弓
尊
、

月
夜
見
尊
、
月
読
尊
。　其
光
彩
亞
　レ

日
。
可
　二

以
配
　レ

日
而

治
　一

。
故
亦
送
　二

之
于
天
　一

。
次
生
　二

蛭
児
　一

。
雖
　二

已
三
歲
　一

、

脚
猶
不
　レ

立
。
故
載
　二

之
於
天
磐
櫲
樟
船
　一

、
而
順
　レ

風
放
棄
。

次
生
　二

素
戔
嗚
尊
　一

。
一
書
云
、
神
素
戔
嗚

尊
、
速
素
戔
嗚
尊
。

此
神
有
　二

勇
悍
以
安
　
　
一
レ

忍
。

且
常
以
　二

哭
泣
　一

為
　レ

行
。
故
令
　二

国
内
人
民
多
以
夭
折
　一

、
復

使
　二

靑
山
変
　
　
一
レ

枯
。
故
其
父
母
二
神
勅
　二

素
戔
嗚
尊
　一

、
汝
甚

無
道
。
不
　レ

可
　三

以
君
　二

臨
宇
宙
　一

。
固
当
遠
適
　二

之
於
根
国
　一

矣
、

遂
逐
之
。

（
第
一
）
一
書
曰
、
伊
弉
諾
尊
曰
、
吾
欲
　レ

生
　二

御
宇
之
珍

子
　一

。
乃
以
　二

左
手
　一

持
　二

白
銅
鏡
　一

、
則
有
　二

化
出
之
神
　一

。

是
謂
　二

大
日
孁
尊
　一

。
右
手
持
　二

白
銅
鏡
　一

、
則
有
　二

化
出
之

神
　一

、
是
謂
　二

月
弓
尊
　一

。
又
廻
　レ

首
顧
眄
之
間
、
則
有
　二

化

神
　一

。
是
謂
　二

素
戔
嗚
尊
　一

。
即
大
日
孁
尊
及
月
弓
尊
、
並

是
質
性
明
麗
。
故
使
　レ

照
　二

臨
天
地
　一

。
素
戔
嗚
尊
、
是
性

好
　二

残
害
　一

。
故
令
　三

下
治
　二

根
国
　一

。
珍
、
此
云
　二

于
図
　一

。

顧
眄
之
間
、
此
云
　二

美
屢
摩
沙
可
梨
爾
　一

。

（
第
二
）
一
書
曰
、
日
月
既
生
。
次
生
　二

蛭
児
　一

。
此
児
年

満
　二

三
歲
　一

、
脚
尚
不
　レ

立
。
初
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
尊
、
巡
　レ

柱
之
時
、
陰
神
先
発
　二

喜
言
　一

。
既
違
　二

陰
陽
之
理
　一

。
所
以

今
生
　二

蛭
児
　一

。
次
生
　二

素
戔
嗚
尊
　一

。
此
神
性
悪
、
常
好
　二

哭
恚
　一

、
国
民
多
死
、
靑
山
為
　レ

枯
。
故
其
父
母
勅
曰
、
仮

使
汝
治
　二

此
国
　一

、
必
多
　レ

所
　二

残
傷
　一

。
故
汝
可
　三

以
馭
　二

極

遠
之
根
国
　一

。
次
生
　二

鳥
磐
櫲
樟
橡
船
　一

。
輙
以
　二

此
船
　一

載
　二

蛭
児
　一

、
順
　レ

流
放
棄
。
次
生
　二

火
神
軻
遇
突
智
　一

。
時
伊
弉

冉
尊
為
　二

軻
遇
突
智
　一

所
　レ

焦
而
終
矣
。
其
且
　レ

終
之
間
、
臥

生
　二

土
神
埴
山
姫
及
水
神
罔
象
女
　一

。
即
軻
遇
突
智
娶
　二

埴

山
姫
　一

、
生
　二

稚
産
霊
　一

。
此
神
頭
上
生
　二

蚕
与
　
　
一
レ

桑
、
臍
中

生
　二

五
穀
　一

。
罔
象
、
此
云
　二

美
都
波
　一

。

（
第
六
）
一
書
曰
、
…
伊
弉
諾
尊
既
還
、
乃
追
悔
之
曰
、

吾
前
到
　二

於
不
須
也
凶
目
汚
穢
之
処
　一

。
故
当
　レ

滌
　二

去
吾

身
之
濁
穢
　一

…
然
後
、
洗
　二

左
眼
　一

。
因
以
生
　レ

神
、
号
曰
　二
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天
照
大
神
　一

。
復
洗
　二

右
眼
　一

。
因
以
生
　レ

神
、
号
曰
　二

月
読

尊
　一

。
復
洗
　レ

鼻
、
因
以
生
　レ

神
、
号
曰
　二

素
戔
嗚
尊
　一

。
凡

三
神
矣
。
已
而
伊
弉
諾
尊
勅
　二

任
三
子
　一

曰
、
天
照
大
神
者

可
　三

以
治
　二

高
天
原
　一

也
。
月
読
尊
者
可
　三

以
治
　二

滄
海
原

潮
之
八
百
重
　一

也
。
素
戔
嗚
尊
者
可
　三

以
治
　二

天
下
也
　一

。
是

時
素
戔
嗚
尊
年
已
長
矣
、
復
生
　二

八
握
鬚
髯
　一

。
雖
　レ

然
不
　レ

　
治
　二

天
下
　一

、
常
以
啼
泣
恚
恨
。
故
伊
弉
諾
尊
問
之
曰
、
汝

何
故
恆
啼
　二

如
此
　一

耶
。
対
曰
、
吾
欲
　レ

從
　二

母
於
根
国
　一

、

只
為
泣
耳
。
伊
弉
諾
尊
悪
之
曰
、
可
　二

以
任
　レ

情
行
　一

矣
、

乃
逐
之
。

（
第
十
一
）
一
書
曰
、
伊
弉
諾
尊
勅
　二

任
三
子
　一

曰
、
天
照

大
神
者
可
　三

以
御
　二

高
天
之
原
　一

也
。
月
夜
見
尊
者
可
　三

以

配
　レ

日
而
知
　二

天
事
　一

也
。
素
戔
嗚
尊
者
可
　三

以
御
　二

滄
海
之

原
　一

也
。

 

（
日
本
書
紀
・
神
代
上（

８
））

　
『
古
事
記
』
で
は
、
三
貴
子
が
各
々
別
の
場
所
を
統
治
し
、
勢

力
が
分
散
し
て
い
た
が
、『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、
日
神
・
月

神
は
天
、
素
戔
嗚
は
根
国
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
主
に

二
対
一
の
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

　

第
十
一
の
一
書
を
見
る
と
、
月
夜
見
尊
が
「
知
　二

天
事
　一

」
と
命

じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大
鷦
鷯
尊
が
命
じ
ら
れ
て
「
知
　二

国

事
　一

」
と
さ
れ
た
部
分
を
連
想
さ
せ
る
。「
国
事
」
が
、
神
話
で
「
天

事
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
食
国
」
の

件
も
踏
ま
え
る
と
、
ツ
ク
ヨ
ミ
の
記
述
と
オ
オ
サ
ザ
キ
の
記
録
に

繋
が
り
が
あ
り
、
オ
オ
サ
ザ
キ
の
行
為
か
ら
ツ
ク
ヨ
ミ
の
存
在
意

義
が
推
測
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

記
紀
で
名
前
の
表
記
が
同
一
の
大
山
守
命
は
、「
山
海
」「
山
川

林
野
」
を
司
り
、
須
佐
之
男
が
か
か
わ
っ
た
領
域
と
合
致
し
て
い

る
。
山
や
海
を
台
無
し
に
し
た
須
佐
之
男
だ
が
、
山
海
の
政
治
を

不
服
と
し
た
大
山
守
命
の
姿
に
も
と
れ
る
。
現
に
、
大
山
守
が
謀

反
を
起
こ
そ
う
と
動
く
姿
が
書
か
れ
て
い
る
。
皇
太
子
に
選
ば
れ

な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
仁
徳
天
皇
即
位
前
紀
に
は
、
領
地
に
関

す
る
出
来
事
が
引
き
金
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

是
時
額
田
大
中
彦
皇
子
将
　レ

掌
　二

倭
屯
田
及
屯
倉
　一

、
而
謂
　二

其

屯
田
司
出
雲
臣
之
祖
淤
宇
宿
禰
　一

曰
、
是
屯
田
者
自
　レ

本
山
守

地
。
是
以
今
吾
将
　レ

治
矣
。
爾
之
不
　レ

可
　レ

掌
。
時
淤
宇
宿
禰

啓
　二

于
太
子
　一

。
太
子
謂
之
曰
、
汝
便
啓
　二

大
鷦
鷯
尊
　一

。
於
　レ

是
淤
宇
宿
禰
啓
　二

大
鷦
鷯
尊
　一

曰
、
臣
所
任
屯
田
者
大
中
彦
皇

子
距
不
　レ

令
　レ

治
。

…
爰
大
鷦
鷯
尊
謂
　二

淤
宇
　一

曰
、
爾
躬
往
　二

於
韓
国
　一

、
以
喚
　二

吾
子
籠
　一

。
其
兼
　二

日
夜
　一

而
急
往
。
…
爰
淤
宇
往
　二

于
韓
国
　一

、

即
率
　二

吾
子
籠
　一

而
來
之
。
因
問
　二

倭
屯
田
　一

。
対
言
、
伝
聞
之
、
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於
　二

纏
向
玉
城
宮
御
宇
天
皇
之
世
　一

、
科
　二

太
子
大
足
彦
尊
　一

、

定
　二

倭
屯
田
　一

也
。
是
時
勅
旨
、
凡
倭
屯
田
者
毎
御
宇
帝
皇
之

屯
田
也
。
其
雖
　二

帝
皇
之
子
　一

、
非
　二

御
宇
　一

者
不
　レ

得
　レ

掌
矣
。

是
謂
　二

山
守
地
非
之
也
　一

。
時
大
鷦
鷯
尊
遣
　二

吾
子
籠
於
額
田

大
中
彦
皇
子
　一

、
而
令
　レ

知
　レ

状
。大
中
彦
皇
子
更
無
　二

如
何
　一

焉
。

乃
知
　二

其
悪
　一

、
而
赦
之
勿
　レ

罪
。

 

（
日
本
書
紀
・
仁
徳
天
皇
即
位
前
紀（

９
））

　

引
用
部
に
よ
れ
ば
、
額
田
大
中
彦
皇
子
（
大
山
守
の
同
母
弟
）
は
、

倭
の
屯
田
（
天
皇
の
田
）
と
屯
倉
（
天
皇
の
直
轄
領
）
が
、
元
来
、

山
守
の
土
地
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、自
分
の
管
轄
に
し
よ
う
し
た
。

淤
宇
宿
禰
が
、
任
じ
ら
れ
た
屯
田
を
統
治
で
き
な
い
旨
を
菟
道
稚

郎
子
に
伝
え
る
と
、
太
子
は
大
鷦
鷯
尊
に
聞
く
よ
う
に
言
っ
た
。

大
鷦
鷯
は
、
事
情
に
詳
し
い
と
い
う
吾
子
籠
を
韓
国
か
ら
呼
び
寄

せ
る
よ
う
命
じ
、
倭
の
屯
田
に
つ
い
て
問
う
と
、
天
皇
で
な
け
れ
ば
、

管
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
答
え
た
。
大
鷦
鷯
尊
は
、
吾
子
籠

を
額
田
大
中
彦
皇
子
の
も
と
へ
派
遣
し
、
事
情
を
知
ら
せ
た
。
大

鷦
鷯
尊
は
大
中
彦
皇
子
を
許
し
て
罰
し
な
か
っ
た
が
、
こ
の
出
来

事
の
後
、
大
山
守
が
謀
反
を
起
こ
す
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。

然
後
大
山
守
皇
子
毎
恨
　二

先
帝
廃
之
非
　
　
一
レ

立
、
而
重
有
　二

是

怨
　一

。
則
謀
之
曰
、
我
殺
　二

太
子
　一

、
遂
登
　二

帝
位
　一

。
爰
大
鷦

鷯
尊
預
聞
　二

其
謀
　一

、
密
告
　二

太
子
　一

、
備
　レ

兵
令
　レ

守
。
時
太
子

設
　レ

兵
待
之
。
大
山
守
皇
子
不
　レ

知
　二

其
備
　
　
一
レ

兵
、
独
領
　二

数
百

兵
士
　一

、
夜
半
発
而
行
之
。
会
明
詣
　二

菟
道
　一

、
将
　レ

渡
　レ

河
。

時
太
子
服
　二

布
袍
　一

取
　二

檝
櫓
　一

、
密
接
　二

度
子
　一

、
以
載
　二

大
山

守
皇
子
　一

而
済
、
至
　二

于
河
中
　一

、
誂
　二

度
子
　一

、
蹈
　レ

船
而
傾
。

…
不
　レ

得
　レ

著
　レ

岸
、
遂
沈
而
死
焉
。
令
　レ

求
　二

其
屍
　一

、
泛
　二

於

考
羅
済
　一

。

 

（
日
本
書
紀
・
仁
徳
天
皇
即
位
前
紀）

1（
（

）

　

山
守
の
土
地
が
奪
わ
れ
た
形
に
な
っ
た
こ
と
を
恨
み
、
大
山
守

が
菟
道
稚
郎
子
を
殺
そ
う
と
す
る
も
、
失
敗
し
て
死
ん
で
し
ま
う

と
い
う
話
で
あ
る
。
都
倉
は
、
大
山
守
を
「
叛
逆
者
と
し
て
死
す

べ
き
も
の
と
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
存
在）

11
（

」
と
し
た
上
で
、
ス

サ
ノ
ヲ
が
追
放
さ
れ
た
神
話
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

ウ
ジ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
は
、
父
で
あ
る
応
神
天
皇
の
寵
愛
を
受

け
て
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
も
の
の
、『
古
事
記
』
で
は
夭
折
し

た
と
さ
れ
、
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
で
は
、
異
母
兄
の
大
鷦
鷯
尊

に
皇
位
を
譲
る
べ
く
自
殺
し
た
と
い
う
美
談
が
記
さ
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
オ
オ
サ
ザ
キ
ノ
ミ
コ
ト
が
仁
徳
天
皇
と
な
る
の
だ
が
、

ウ
ジ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
が
即
位
し
た
の
か
、
殺
害
さ
れ
た
か
は
定

か
で
な
い
。
た
だ
、『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
大
鷦
鷯
は
、
淤
宇

宿
禰
が
菟
道
稚
郎
子
に
話
し
た
際
、
大
鷦
鷯
尊
に
言
う
よ
う
に
命
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じ
る
様
子
か
ら
、
天
皇
に
と
り
、
信
頼
の
厚
い
存
在
と
な
っ
て
い

る
。

　
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
大
鷦
鷯
が
、「
太
子
の
助
け
」
と
し
て

書
か
れ
た
の
は
、『
古
事
記
』
で
分
散
し
て
い
た
日
と
月
が
、『
日

本
書
紀
』
で
は
同
じ
天
に
属
す
る
神
に
な
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て

い
る
と
考
え
る
。

　
『
古
事
記
』
で
勢
力
が
分
散
し
て
い
る
の
は
、
水
林
彪
が
指
摘

す
る
、
神
代
記
で
の
「
天
」
と
「
国
」
と
の
対
等
性
が
か
か
わ
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か）

12
（

。
水
林
は
、
天
照
が
支
配
す
る
高
天
原
に

は
、「
国
」
に
対
す
る
先
天
的
・
絶
対
的
優
位
性
が
『
古
事
記
』

の
思
想
に
見
出
せ
な
い
と
述
べ
た）

13
（

。

『
古
事
記
』
の
政
治
思
想
の
核
心
は
、
…
す
な
わ
ち
、「
天
」

と
と
も
に
「
地
」
の
力
を
語
り
、「
高
天
原
」
と
と
も
に
「
葦

原
中
国
」
や
「
海
原
」
の
権
威
を
語
る
こ
と
を
通
じ
て
、「
高

天
原
」
の
主
宰
神
の
末
裔
の
天
皇
王
権
と
「
葦
原
中
国
」
や

「
海
原
」の
神
々
の
末
裔
の
在
地
首
長
層
と
の〝
共
同
的
世
界
〟

を
語
る
こ
と
に
あ
っ
た
…）

14
（

。

　
『
古
事
記
』
で
は
、
三
貴
子
が
各
々
別
の
場
所
を
統
治
し
、
勢

力
が
分
散
し
て
い
た
が
、『
日
本
書
紀
』
で
は
、
日
と
月
を
天
に

属
す
る
神
と
し
た
こ
と
で
、
日
月
神
と
ス
サ
ノ
ヲ
、
す
な
わ
ち
二

対
一
の
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
水
林
の
説
に
則
し
て
い
え
ば
、
こ

れ
は
、「
天
」
と
「
国
」
と
の
対
等
性
を
語
る
必
要
が
失
わ
れ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、
大
鷦
鷯
尊

に
あ
て
ら
れ
た
「
国
事
」
が
、
月
夜
見
の
神
話
で
「
天
事
」
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
国
レ
ベ
ル
の
話
が
そ
の
ま
ま
神
話
に
移
行
し
て
い

る
と
い
え
る
。
ツ
ク
ヨ
ミ
の
領
域
が
独
立
し
て
い
る
か
否
か
の
問

題
は
、
他
勢
力
と
の
〝
共
同
的
世
界
〟
を
目
指
す
か
否
か
の
問
題

に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
推
測
す
る
。

二
、「
ア
マ
テ
ラ
ス
」
と
月

　

記
紀
の
三
皇
子
と
三
貴
子
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、や
は
り
、

月
神
の
活
躍
が
あ
ま
り
に
乏
し
い
事
実
に
は
違
和
感
が
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
、「
天
照
大
御
神
」と
い
う
神
名
の
み
に
注
目
す
れ
ば
、

天
を
照
ら
す
行
為
は
、
太
陽
に
限
ら
な
い
こ
と
が
分
か
る
。『
万

葉
集）

15
（

』
に
お
け
る
月
に
「
テ
ル
（
照
る
）」
が
用
い
ら
れ
て
い
る

歌
は
、
日
と
共
に
詠
ま
れ
る
三
首
を
含
め
て
、
四
八
首
見
ら
れ
た
。

「
ア
マ
テ
ル
ツ
キ
（
天
照
る
月
）」
に
関
し
て
は
、
三
首
詠
ま
れ
て

い
る
。久ひ

さ
か
た
の

方
乃 
天あ

ま

照て
る

月つ
き

者は 

神か
み
よ
に

代
尓
加か 

出い
で
か
へ
る
ら
む

反
等
六 

年と
し
は者

経へ
に
つ
つ

去
乍

 

（
七
巻
一
〇
八
〇
）
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久ひ
さ
か
た
の方 

天あ
ま
て
る光

月つ
き
の 

隠か
く
り
な
ば去 

何な
に
に
な名

副そ
へ
て 

妹
い
も
を
し
の
は
む偲

 

（
十
一
巻
二
四
六
三
）

比ひ

左さ

可か

多た

能の 

安あ

ま

て

る

麻
弖
流
月つ

き

波は 

見み

つ

れ

ど

も

都
礼
杼
母 

安あ

が

も

ふ

い

も

に

我
母
布
伊
毛
尓 

安あ

は

ぬ

こ

波
奴
許
呂ろ

か可
毛も 

（
十
五
巻
三
六
五
〇
）

　

一
方
で
、
日
に
「
テ
ル
」
が
あ
て
ら
れ
る
の
は
、
月
と
共
に
詠

ま
れ
る
三
首
を
含
め
て
、
二
五
首
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、「
高

照
ら
す
日
の
皇（

御
）子

」
が
十
一
首
（
一
巻
四
五
、
五
〇
、
五
二
、
二

巻
一
六
二
、
一
六
九
、
一
七
一
、
一
七
三
、
二
〇
四
、
三
巻
二
三

九
、
二
六
一
、
十
三
巻
三
二
三
四
）、「
天
照
ら
す
日
女
の
命
」
が

一
首
（
二
巻
一
六
七
）、「
高
照
ら
す
日
の
朝
廷
」
が
一
首
（
五
巻

八
九
四
）
は
、
天
皇
や
朝
廷
の
威
光
を
示
す
歌
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
威
光
を
象
徴
す
る
「
テ
ル
ヒ
（
照
る
日
）」
を
除
く
と
、
次

の
よ
う
な
歌
が
十
二
首
残
る
。

朝あ
さ
ひ
て
る

日
弖
流 

佐さ
だ
の
を
か
へ
に

太
乃
岡
邊
尓 

群む
れ
ゐ
つ
つ

居
乍 

吾わ
が
な
く

等
哭
涙な

み
だ 

息や
む

時と
き

毛も

無な
し

 

（
二
巻
一
七
七
）

六み
な
づ
き
の

月
之 

地つ
ち
さ
へ
さ
け
て

副
割
而 

照て
る
ひ日

尓に

毛も 

吾わ
が

袖そ
で
ひ将

乾め

哉や 

於き
み

　レ

君に

不あ
は

　レ

相ず

四し

て手 

（
十
巻
一
九
九
五
）

菅す
が
の
ね
の

根
之 

惻ね
も
こ
ろ
ご
ろ
に

隠
々
々 

照て
る

日ひ
に
も 

乾ひ
め

哉や

吾わ
が

袖そ
で 

於い
も

　レ

妹に

不あ
は

　レ

相ず

為し
て

 

（
十
二
巻
二
八
五
七
）

春か
す
が
の
に

日
野
尓 

照て

有れ
る

暮ゆ
ふ
ひ日

之の 

外よ
そ
の
み
に耳 

君き
み
を
あ
ひ
み
て

乎
相
見
而 

今い
ま
そ
く
や

曽
悔
寸し

き

 

（
十
二
巻
三
〇
〇
一
）

可か

な

と

だ

を

奈
刀
田
乎 

安あ

ら

が

き

良
我
伎
麻ま

ゆ

み
由
美 

比ひ

が賀
刀と

礼れ

婆ば 

阿あ

め

を

ま

と

の

す

米
乎
万
刀
能
須 

伎き

み

を
美
乎
等と

麻ま

刀と

も母 

（
十
四
巻
三
五
六
一
）

宇う

ら

う

ら

に

良
々
々
尓 

照て
れ
る流

春は
る
ひ日

尓に 

比ひ

ば婆
理り

あ安
我が

り里 

情こ
こ
ろ
が
な
し悲

毛も 

比ひ〈
登と

〉里り

志し 

於お

も母
倍へ

婆ば 

（
十
九
巻
四
二
九
二
）

　
「
テ
ル
ヒ
（
照
る
日
）」
も
詠
ま
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
数
は
「
テ

ル
ツ
キ
（
照
る
月
）」
の
二
分
の
一
ほ
ど
で
あ
る
。
辰
巳
正
明
に

よ
れ
ば
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
、「
ア
マ
テ
ル
」
特
に
「
テ
ル
」

は
月
に
用
い
ら
れ
る
た
め
、
月
も
天
照
ら
す
神
と
認
識
さ
れ
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う）

16
（

。
ア
マ
テ
ラ
ス
は
元
来
、
日
と
月
双
方

に
用
い
ら
れ
た
神
名
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　
「
日
神
」
で
は
な
い
「
天
神
」
と
し
て
の
ア
マ
テ
ラ
ス
の
可
能

性
つ
い
て
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
ヲ
の

神
話
に
焦
点
を
当
て
る
。

故
於
是
、
速
須
佐
之
男
命
言
、
然
者
、
請
　二

天
照
大
御
神
　一

、

将
　レ

罷
、
乃
參
　二

上
天
　一

時
、
山
川
悉
動
、
国
土
皆
震
。
爾
、

天
照
大
御
神
、
聞
驚
而
詔
、
我
那
勢
命
之
上
來
由
者
、
必
不
　二

善
心
　一

。
欲
　レ

奪
　二

我
国
　一

耳
、
即
解
　二

御
髮
　一

、
纒
　二

御
美
豆
羅
　一
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而
、
乃
於
　二

左
右
御
美
豆
羅
　一

、
亦
於
　二

御
縵
　一

、
亦
於
　二

左
右

御
手
　一

、
各
纒
　二

持
八
尺
勾
璁
之
五
百
津
之
美
須
麻
流
之
珠
　一

而
、自
レ
美
至
レ
流
四
字

以
レ
音
。
下
効
レ
此
。曾
毘
良
邇
者
、負
　二

千
入
之
靫
　一

、訓
レ
入
云
二
能
理
一
。
下
効
レ

此
。
自
曾
至
レ
邇
以
レ
音
也
。

比
良
邇
者
、
附
　二

五
百
入
之
靫
　一

、
亦
所
　レ

取
　二

佩
伊
都
此
二
字

以
レ
音
。
之

竹
鞆
　一

而
、
弓
腹
振
立
而
、
堅
庭
者
、
於
　二

向
股
　一

蹈
那
豆
美
、

三 

字
以
レ
音
。
如
　二

沫
雪
　一

蹶
散
而
、
伊
都
二
字
以
レ
音
。之
男
建
。
訓
レ
建
云
二

多
祁
夫
一
。
蹈
建
而
、 

待
問
、
何
故
上
來
。

 

（
古
事
記
上
巻）

17
（

）

　

天
照
が
須
佐
之
男
を
「
那
勢
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
伊
耶
那
美

も
伊
耶
那
岐
に
「
愛
我
那
勢
命
」
と
呼
び
か
け
る
場
面
が
あ
る
。

対
し
て
、
伊
耶
那
岐
は
伊
耶
那
美
を
「
那
邇
妹
」
と
呼
ん
で
い
る
。

『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
素
戔
鳴
尊
は
、「
吾
今
奉
　レ

教
将
　レ

就
　二

根

国
　一

。
故
欲
　下

暫
向
　二

高
天
原
　一

、
与
　レ

姉
相
見
、
而
後
永
退
　上

矣
。（
正

文）
18
（

）」
と
発
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
天
照
を
姉
と
認
識
し
て
い
る
。

し
か
し
、『
古
事
記
』
の
須
佐
之
男
は
、
天
照
に
対
し
て
「
姉
」

と
も
、「
妹
」
と
も
発
言
し
て
い
な
い
た
め
、
ど
ち
ら
が
長
子
か

明
確
で
は
な
い
。
天
照
と
異
な
り
、
須
佐
之
男
が
「
然
者
、
請
　二

天
照
大
御
神
　一

、
将
　レ

罷
。」
と
、
天
照
を
神
名
で
呼
ん
で
い
る
ゆ

え
に
、
性
別
は
お
ろ
か
、
兄
妹
の
関
係
性
も
疑
う
こ
と
が
で
き
る
。

問
題
は
、
地
に
い
る
ス
サ
ノ
ヲ
に
対
す
る
、
天
と
い
う
一
大
勢
力

の
象
徴
と
し
て
、
天
照
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
天
照
は
、
あ
く
ま
で
天
に
い
る
神
で
あ
っ
て
、
太
陽
の

性
質
に
限
ら
れ
た
記
述
は
見
え
な
い
。

　

ウ
ケ
イ
の
後
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
暴
挙
に
よ
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が

天
石
戸
に
隠
れ
る
話
に
続
く
が
、「
夜
」
が
続
い
た
と
書
か
れ
て

い
る
箇
所
に
着
目
す
る
。

天
照
大
御
神
、
見
畏
、
開
　二

天
石
屋
戸
　一

而
、
刺
許
母
理
此
三
字

以
レ
音
。

坐
也
。
爾
高
天
原
皆
暗
、
葦
原
中
国
悉
闇
、
因
　レ

此
而
常
夜
往
。

於
是
万
神
之
声
者
、
狭
蠅
那
須
此
二
字

以
音
。

満
、
万
妖
、
悉
発
。

 

（
古
事
記
上
巻）

1（
（

）

　

同
史
書
で
月
読
が
治
め
た
「
夜
之
食
国
」
と
、
単
な
る
「
夜
」

が
全
く
異
な
る
意
味
を
も
つ
の
は
明
白
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』

の
磐
戸
伝
説
に
も
「
夜
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

天
照
大
神
驚
動
、
以
　レ

梭
傷
　レ

身
。
由
　レ

此
発
慍
、
乃
入
　二

于
天

石
窟
　一

、
閉
　二

磐
戸
　一

而
幽
居
焉
。
故
六
合
之
内
常
闇
、
而
不
　レ

　
知
　二

昼
夜
之
相
代
　一

。

 

（
日
本
書
紀
神
代
上
・
第
七
段
正
文）

2（
（

）

　

神
代
記
に
お
け
る
三
貴
子
誕
生
の
際
に
は
、「
夜
」
に
か
か
わ

る
領
域
の
統
治
が
月
読
に
一
任
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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天
石
戸
伝
説
で
は
、
天
照
が
隠
れ
た
こ
と
で
「
夜
」
が
続
い
た
と

書
か
れ
て
お
り
、
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
で
は
、
天
照
が
籠
る
と
、

昼
夜
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。こ
こ
か
ら
、

天
岩
戸
の
神
話
が
成
立
し
た
際
に
、月
神
は
意
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、

天
照
が
あ
く
ま
で
「
天
神
」
と
理
解
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

都
倉
は
、『
古
事
記
』
で
ツ
ク
ヨ
ミ
が
支
配
す
る
夜
之
食
国
に
つ

い
て
、
ツ
ク
ヨ
ミ
を
ア
マ
テ
ラ
ス
の
君
臨
す
る
「
高
天
原
」
か
ら

切
り
離
し
、「
夜
」
を
「
食
国
」
へ
も
っ
て
き
た
理
由
は
、「
万
妖
」

が
起
こ
る
と
さ
れ
た
常
夜
に
あ
る
と
主
張
す
る
が）

21
（

、
常
夜
と
、
ツ

ク
ヨ
ミ
が
治
め
る
夜
之
食
国
の
「
夜
」
を
同
じ
次
元
で
捉
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
夜
之
食
国
は
、
妖
が
現
れ
る
世
界
で
は

な
く
、「
常
夜
」
は
「
暗
黒
」
と
同
義
で
あ
る
。

　

ツ
ク
ヨ
ミ
と
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
統
治
領
域
が
重
複
し
て
お
り
、
一

定
し
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
に
着
目
し
た
先
行
研
究
が
存
在
す

る
。
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
話
に
は
幾
つ
か
の
他
神
話
を
統
合
し
た
形
跡

が
あ
る
た
め
、
若
井
敏
明
は
、「
高
天
原
で
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
行
動
は

本
来
み
な
ツ
キ
ヨ
ミ
の
も
の）

22
（

」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。

　

し
か
し
、
天
石
戸
伝
説
は
、
ツ
ク
ヨ
ミ
が
創
作
さ
れ
る
前
に
、

天
神
ア
マ
テ
ラ
ス
と
地
神
ス
サ
ノ
ヲ
と
い
う
、
二
神
の
物
語
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
天
照
が
日
神
と
な
っ

た
の
は
、
皇
位
に
つ
く
者
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
補
佐
す
る
者
、

つ
ま
り
月
が
象
徴
す
る
存
在
が
不
可
欠
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と

推
測
す
る
。
応
神
記
に
お
い
て
、
大
雀
命
が
食
国
の
政
治
を
、
宇

遅
能
和
紀
郎
子
が
皇
位
に
つ
く
こ
と
を
任
さ
れ
た
よ
う
に
、
天
神

ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
月
を
分
離
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
日
神
ア
マ
テ
ラ

ス
と
月
神
ツ
ク
ヨ
ミ
が
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

元
来
、
天
を
照
ら
す
神
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
天
か
ら
地
上
を

あ
ま
ね
く
照
ら
す
日
月
神
の
こ
と
で
あ
り
、
一
方
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
、

地
上
に
お
け
る
破
壊
と
再
生
の
循
環
を
体
現
し
た
自
然
神
を
指
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。神
話
の
中
で
、イ
ザ
ナ
ギ
の
目
か
ら
日
・

月
が
生
ま
れ
る
描
写
は
、
天
父）

23
（

な
い
し
宇
宙
巨
人
神
話
の
思
想
と

結
び
つ
い
て
い
る
と
さ
れ
る）

24
（

。
こ
の
思
想
は
、
イ
ザ
ナ
ギ
に
限
ら

ず
、
天
神
と
し
て
の
ア
マ
テ
ラ
ス
、
ま
た
は
地
神
と
し
て
の
ス
サ

ノ
ヲ
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
世
界
は
ア
マ
テ
ラ

ス
と
ス
サ
ノ
ヲ
と
い
う
二
柱
の
巨
大
な
神
で
説
明
さ
れ
て
い
た

が
、
神
に
限
定
さ
れ
た
世
界
か
ら
、
国
家
基
準
の
神
話
を
創
作
す

る
際
、
天
皇
を
補
佐
す
る
者
と
し
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
月
が
分

離
し
、「
ツ
ク
ヨ
ミ
」
と
し
て
、
日
と
並
ん
で
天
を
治
め
る
神
が

生
み
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
穀
物
神
の
殺
害

　
『
古
事
記
』
で
、
名
前
の
み
記
載
さ
れ
て
い
た
ツ
ク
ヨ
ミ
だ
が
、

『
日
本
書
紀
』
の
穀
物
起
源
神
話
に
お
い
て
は
、『
古
事
記
』
の
須
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佐
之
男
と
物
語
を
共
有
す
る
形
で
登
場
す
る
。
ま
ず
、『
古
事
記
』

の
神
話
を
挙
げ
る
。

於
是
、
八
百
万
神
、
共
議
而
、
於
　二

速
須
佐
之
男
命
　一

負
　二

千

位
置
戸
　一

、
亦
、
切
　二

鬚
及
手
足
爪
　一

、
令
　レ

祓
而
、
神
夜
良
比

夜
良
比
岐
。

又
、食
物
乞
　二

大
気
都
比
売
神
　一

。
爾
、
大
気
都
比
売
、
自
　二

鼻
・

口
及
尻
　一

種
々
味
物
取
出
而
、
種
々
作
具
而
進
時
、
速
須
佐

之
男
命
、
立
　二

伺
其
態
　一

、
為
　二

穢
汚
而
奉
進
　一

、
乃
殺
　二

其
大

宜
津
比
売
神
　一

。
故
、
所
　レ

殺
神
於
　レ

身
生
物
者
、
於
　レ

頭
生
　レ

蚕
、

於
　二

二
目
　一

生
　二

稲
種
　一

、
於
　二

二
耳
　一

生
　レ

粟
、
於
　レ

鼻
生
　二

小

豆
　一

、
於
　レ

陰
生
麦
、
於
　レ

尻
生
　二

大
豆
　一

。
故
是
、
神
産
巣
日

御
祖
命
、
令
　レ

取
　二

茲
成
種
　一

。

 
（
古
事
記
上
巻）

25
（

）

　
『
古
事
記
』で
は
、須
佐
之
男
が
大
気（

宜
）都（
津
）比

売
を
殺
し
、そ
の
後
、

神
産
巣
日
が
何
者
か
に
種
を
取
ら
せ
て
い
る
。
何
者
か
に
つ
い
て

は
、
須
佐
之
男
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
八
百
万
の
神
が
須
佐
之
男

を
追
放
し
た
後
の
記
述
で
は
、
大
気（

宜
）都（
津
）比

売
に
食
物
を
求
め
る
者

が
明
確
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
文
脈
か
ら
八
百
万
の
神
と
し
、

「
追
放
す
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
た
め
に
求
め
た
と
い
う
の
が
妥
当）

26
（

」
と

す
る
説
が
あ
る
も
の
の
、
主
語
が
抜
け
た
感
覚
は
否
め
な
い
。
本

居
宣
長
は
、
引
用
部
分
で
示
し
た
傍
線
部
の
「
又
」
に
違
和
感
を

覚
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

必
ズ　

所ヤ
ラ
ハ
レ逐

た
ま
ひ
て
後
の
事
、
此
ノ　

上
ミ　

に
別
に
有ア

ら
で
は
、

又マ
タ

と
云
る
こ
と
い
か
に
ぞ
や
聞
ゆ
。
若
シ　

始
メ　

よ
り
今
ノ　

本
の

如
ク　

な
ら
ば
、
又
ノ　

字
は
故カ

レ

な
ど
ゝ
有
ル　

べ
き
所
ぞ
。

 

（
古
事
記
傳）

27
（

）

　

追
放
の
前
後
を
話
の
継
ぎ
目
と
す
れ
ば
、
誰
が
食
物
を
求
め
、

誰
が
神
産
巣
日
に
命
じ
ら
れ
て
種
を
取
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
神

話
に
は
本
来
、
人
民
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
。
地
上
の
人
々

が
穀
物
神
に
食
物
を
求
め
、
須
佐
之
男
が
穀
物
を
散
ら
し
、
神
産

巣
日
が
命
じ
て
人
間
に
取
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
須
佐

之
男
は
荒
業
で
穀
物
を
散
ら
ば
ら
せ
た
に
過
ぎ
ず
、
農
耕
と
は
無

関
係
の
自
然
神
で
あ
る
。『
古
事
記
』
に
お
け
る
穀
物
神
殺
害
の

物
語
で
は
、
あ
く
ま
で
神
が
主
体
の
物
語
と
し
て
人
間
を
示
す
語

を
表
記
せ
ず
、
須
佐
之
男
が
地
上
に
降
り
立
つ
前
に
組
み
入
れ
た

の
だ
と
推
測
す
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
第
十
一
の
一
書
で
は
、
月
夜
見
が
保
食
神
を
殺

し
た
こ
と
で
、
天
照
か
ら
「
悪
神
」
と
言
わ
れ
、
昼
と
夜
が
分
か

れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
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一
書
曰
、
伊
弉
諾
尊
勅
　二

任
三
子
　一

曰
、
天
照
大
神
者
可
　三

以

御
　二

高
天
之
原
　一

也
。
月
夜
見
尊
者
可
　三

以
配
　レ

日
而
知
　二

天
事
　一

也
。
素
戔
嗚
尊
者
可
　三

以
御
　二

滄
海
之
原
　一

也
。
既
而
天
照
大

神
在
　二

於
天
上
　一

曰
、
聞
　三

葦
原
中
国
有
　二

保
食
神
　一

。
宜
　二

爾
月

夜
見
尊
、
就
候
　一

之
。
月
夜
見
尊
受
　レ

勅
而
降
、
已
到
　二

于
保

食
神
許
　一

。
保
食
神
乃
廻
　レ

首
、
嚮
　レ

国
則
自
　レ

口
出
　レ

飯
、
又

嚮
　レ

海
則
鰭
広
・
鰭
狭
亦
自
　レ

口
出
、
又
嚮
　レ

山
則
毛
麁
・
毛

柔
亦
自
　レ

口
出
。
夫
品
物
悉
備
、
貯
　二

之
百
机
　一

而
饗
之
。
是

時
月
夜
見
尊
忿
然
作
色
曰
、
穢
哉
、
鄙
矣
。
寧
可
　下

以
　二

口
吐

之
物
　一

、
敢
養
　
　

上
レ

我
乎
、
廼
拔
　レ

剣
擊
殺
。
然
後
復
命
具
言
　二

其
事
　一

。
時
天
照
大
神
怒
甚
之
曰
、
汝
是
悪
神
。
不
　レ

須
　二

相

見
　一

、
乃
与
　二

月
夜
見
尊
　一

、
一
日
一
夜
、
隔
離
而
住
。

 

（
日
本
書
紀
神
代
上
・
第
五
段）

28
（

）

　
『
古
事
記
』
に
な
か
っ
た
昼
夜
分
離
の
神
話
が
創
作
さ
れ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
空
間
と
時
間
に
対
す
る
考
え
方
の
変
化
が
原
因

だ
と
推
測
す
る
。『
日
本
書
紀
』に
は
、伊
弉
諾
尊
と
伊
弉
冉
尊
が
、

素
戔
嗚
尊
に
対
し
て
、「
汝
甚
無
道
。
不
　レ

可
　三

以
君
　二

臨
宇
宙
　一

。

固
当
遠
適
　二

之
於
根
国
　一

矣
。（
神
代
上
）」
と
命
じ
る
場
面
が
あ
っ

た
。
正
文
に
あ
る
「
宇
宙
」
の
語
は
、
神
代
紀
を
含
め
て
三
カ
所

あ
る
が
、『
古
事
記
』
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。『
日
本
書
紀
』

編
纂
の
際
に
用
い
ら
れ
た
と
さ
れ
る
『
淮
南
子
』
に
は
、「
往
古

來
今
、
謂
　二

之
宙
　一

、
四
方
上
下
、
謂
　二

之
宇
　一

。（
斉
俗
訓）

2（
（

）」
と
あ

り
、「
宇
宙
」
は
空
間
と
時
間
の
広
が
り
を
意
味
す
る
と
い
う）

3（
（

。

昼
と
夜
が
別
世
界
で
は
な
く
、一
続
き
の
時
間
と
意
識
し
た
結
果
、

『
古
事
記
』
に
は
無
か
っ
た
昼
夜
分
離
の
神
話
が
必
要
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

　
『
日
本
書
紀
』
の
素
戔
嗚
は
、
両
親
か
ら
宇
宙
に
い
て
は
な
ら

な
い
と
言
わ
れ
、
根
国
に
行
く
こ
と
に
な
る
が
、「
宇
宙
」
が
淮

南
子
の
説
明
の
通
り
だ
と
す
れ
ば
、
根
国
は
異
次
元
に
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
古
事
記
と
異
な
り
、
根
国
が
次
元
を
超
え
た
世

界
の
ご
と
く
書
か
れ
た
の
は
、
災
害
を
も
た
ら
す
素
戔
嗚
を
、
天

皇
が
支
配
す
る
時
間
と
空
間
か
ら
追
放
す
る
と
い
う
、
呪
術
的
な

意
味
を
も
つ
神
話
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
ス
サ
ノ
ヲ

は
畏
怖
す
べ
き
自
然
神
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　

昼
夜
が
分
離
し
た
後
、
天
照
は
保
食
神
の
も
と
に
天
熊
人
を
派

遣
さ
せ
る
。

是
後
天
照
大
神
復
遣
天
熊
人
往
看
之
。
是
時
保
食
神
實
已
死

矣
。
唯
有
　下

其
神
之
頂
化
　二

為
牛
馬
　一

、
顱
上
生
　レ

粟
、
眉
上

生
　レ

繭
、
眼
中
生
　レ

稗
、
腹
中
生
　レ

稲
、
陰
生
　中

麦
及
大
豆
・
小

豆
　上

。
天
熊
人
悉
取
持
去
而
奉
進
之
。
于
　レ

時
天
照
大
神
喜
之

曰
、是
物
者
則
顕
見
蒼
生
可
　二

食
而
活
　一

之
也
、乃
以
　二

粟
・
稗
・

懐徳堂研究　第 11 号　令和 2 年 2 月 28 日

56



麦
・
豆
　一

為
　二

陸
田
種
子
　一

、
以
　レ

稲
為
　二

水
田
種
子
　一

。
又
因

定
　二

天
邑
君
　一

。
即
以
　二

其
稲
種
　一

、
始
殖
　二

于
天
狭
田
及
長

田
　一

。
其
秋
垂
穎
八
握
莫
莫
然
甚
快
也
。
又
口
裏
含
　レ

繭
、
便

得
　レ

抽
　レ

糸
。
自
　レ

此
始
有
　二

養
蚕
之
道
　一

焉
。
保
食
神
、
此
云
　二

宇
気
母
知
能
加
微
　一

。
顕
見
蒼
生
、
此
云
　二

宇
都
志
枳
阿
鳥
比

等
久
佐
　一

。

 

（
日
本
書
紀
神
代
上
・
第
五
段）

31
（

）

　

天
照
は
、
天
熊
人
が
持
っ
て
き
た
穀
物
を
見
て
、
顕
見
蒼
生
、

す
な
わ
ち
地
上
に
生
ま
れ
た
人
民
を
生
か
す
た
め
の
食
料
に
な
る

と
喜
ぶ
が
、『
古
事
記
』
と
異
な
り
、
人
民
が
登
場
し
て
い
る
。

天
照
は
、
人
々
の
た
め
に
、
粟
・
稗
・
麦
・
豆
を
畑
の
種
子
と
し
、

稲
を
水
田
の
種
子
と
し
た
上
に
、
天
邑
君
（
村
長
）
を
定
め
て
い

る
。
こ
れ
は
、
神
と
人
と
の
関
係
が
書
か
れ
た
物
語
で
あ
る
と
い

え
る
。

　

記
紀
に
お
い
て
、
穀
物
神
か
ら
成
り
出
た
も
の
の
中
で
違
い
が

明
ら
か
な
の
は
「
牛
馬
」
で
あ
ろ
う
。『
古
事
記
』
に
無
く
、『
日

本
書
紀
』
に
加
え
ら
れ
た
理
由
は
、
穀
物
神
を
殺
し
た
神
が
、
須

佐
之
男
か
月
夜
見
か
の
違
い
に
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
同
じ

穀
物
の
起
源
神
話
で
も
、『
古
事
記
』で
農
作
業
に
欠
か
せ
な
い「
牛

馬
」
が
生
ま
れ
な
い
の
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
農
耕
と
は
対
極
に
位
置

す
る
自
然
神
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
。
月
夜
見

の
場
合
、
天
照
側
に
属
す
る
神
と
し
て
、
農
耕
に
必
要
な
労
働
力

と
な
る
牛
馬
を
生
み
出
す
形
に
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、
三
貴
子
の
成
立

　

反
農
耕
神
と
し
て
の
ス
サ
ノ
ヲ
に
つ
い
て
、
次
は
ス
サ
ノ
ヲ
が

ア
マ
テ
ラ
ス
を
圧
倒
す
る
「
勝
さ
び
」
の
場
面
を
挙
げ
る
。

爾
、
速
須
佐
之
男
命
、
白
　二

于
天
照
大
御
神
　一

、
我
心
淸
明
故
、

我
所
生
子
、
得
　二

手
弱
女
　一

。
因
　レ

此
言
者
、
自
我
勝
、
云
而
、

於
　二

勝
佐
備
　一

、
此
二
字

以
レ
音
。
離
　二

天
照
大
御
神
之
営
田
之
阿　
一　
此
阿
字

以
レ
音
。
埋
　二

其
溝
　一

、
亦
、
其
、
於
　下

聞
　二

看
大
嘗
　一

之
殿
　上

屎
麻
理
此
二
字

以
レ
音
。散
。
故
、

雖
　二

然
為
　一

、
天
照
大
御
神
者
、
登
賀
米
受
而
告
、
如
　レ

屎
、

醉
而
吐
散
登
許
曾
此
三
字

以
レ
音
。我
那
勢
之
命
、
為
　二

如
此
　一

。
又
、
離
　二

田
之
阿
　一

、
埋
　レ

溝
者
、
地
矣
阿
多
良
斯
登
許
曾
自
レ
阿
以
下

七
字
以
レ
音
。
我

那
勢
之
命
、
為
　二

如
此
　一

。
登
、
此
一
字

以
レ
音
。
詔
雖
　レ

直
、
猶
其
悪
態
、

不
　レ

止
而
転
。
天
照
大
御
神
、
坐
　二

忌
服
屋
　一

而
、
令
　レ

織
　二

神

御
衣
　一

之
時
、
穿
　二

其
服
屋
之
頂
　一

、
逆
　二

剝
天
斑
馬
　一

剝
而
、

所
　二

墮
入
　一

時
、
天
服
織
女
、
見
驚
而
、
於
　レ

梭
衝
　二

陰
上
　一

而
死
。

訓
二
陰
上
一

云
二
富
登
一
。 

 

（
古
事
記
上
巻）

32
（

）

是
後
素
戔
嗚
尊
之
為
行
也
甚
無
状
。
何
則
天
照
大
神
以
　二

天
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狭
田
・
長
田
　一

為
　二

御
田
　一

。
時
素
戔
嗚
尊
春
則
重
播
種
子
、

重
播
種
子
、
此

云
二
璽
枳
磨
枳
一
。
且
毀
　二

其
畔
　一

。
毀
、
此
云
二

波
那
豆
一
。

秋
則
放
　二

天
斑
駒
　一

、
使
　レ

伏
　二

田
中
　一

。
復
見
　下

天
照
大
神
当
　二

新
嘗
　一

時
　上

、
則
陰
放
　二

屎
於
新

宮
　一

。
又
見
　下

天
照
大
神
方
織
　二

神
衣
　一

居
　中

齋
服
殿
　上

、
則
剝
　二

天
斑
駒
　一

、
穿
　二

殿
甍
　一

而
投
納
。
是
時
天
照
大
神
驚
動
、
以
　レ

梭
傷
　レ

身
。
由
　レ

此
発
慍
、
乃
入
　二

于
天
石
窟
　一

、
閉
　二

磐
戸
　一

而

幽
居
焉
。

 
（
日
本
書
紀
神
代
上
・
第
七
段
正
文）

33
（

）

　

ス
サ
ノ
ヲ
が
田
の
畦
を
壊
し
、
溝
を
埋
め
、
ま
た
、
神
聖
な
新

嘗
の
殿
に
糞
を
散
ら
す
と
い
っ
た
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。
主
に

農
耕
民
に
と
り
、
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
地
上
の
人
々
の
生

活
を
脅
か
す
行
為
で
あ
る
が
、
天
照
大
神
は
「
酔
っ
て
吐
い
た
だ

け
だ
」
と
か
、「
地
を
新
し
く
し
よ
う
と
し
た
」
な
ど
と
、
咎
め

る
様
子
も
な
く
、
寧
ろ
擁
護
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ

が
忌
服
屋
に
皮
を
剥
い
だ
馬
を
投
げ
入
れ
、
織
女
が
驚
き
死
ん
だ

際
に
も
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
隠
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ス
サ

ノ
ヲ
の
暴
挙
が
、耕
す
人
々
に
と
り
、為
す
術
が
な
い
事
象
で
あ
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
農
耕
民
に
欠
か
せ
な
い
日
と
月
の
天
体
を

有
す
る
天
神
と
、
自
然
を
司
る
地
神
の
対
立
は
、
結
局
自
然
の
神

が
追
放
さ
れ
る
に
至
り
、
農
耕
を
象
徴
す
る
天
神
を
中
心
に
世
界

が
統
治
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
説
明
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
自
然
を
司
る
ス
サ
ノ
ヲ
が
、
統
治
者
の
先
祖
で
あ
る

こ
と
を
示
す
記
述
も
残
さ
れ
て
い
る
。
次
に
挙
げ
る
神
代
紀
の
正

文
は
、
八
岐
大
蛇
を
退
治
し
た
後
の
話
で
あ
り
、
第
五
の
一
書
に

は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
子
孫
と
森
を
つ
く
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

然
後
行
覓
　二

将
　レ

婚
之
処
　一

、
遂
到
　二

出
雲
之
淸
地
　一

焉
。

清
地
、
此

云
二
素
鵝
一
。
乃
言
曰
、
吾
心
清
清
之
。
此
今
呼
二
此

地
一
曰
レ
清
。
於
　二

彼
処
　一

建
　レ

宮
。

或
云
、
時
武
素
戔
嗚
尊
歌
之
曰
、
夜
句
茂
多
菟
　
伊
弩
毛
夜
覇

餓
岐
　
菟
磨
語
昧
爾
　
夜
覇
餓
枳
菟
倶
盧
　
贈
廼
夜
覇
餓
岐
廻

乃
相
与
遘
合
、
而
生
　二

児
大
己
貴
神
　一

。
因
勅
之
曰
、
吾
児
宮

首
者
、
即
脚
摩
乳
・
手
摩
乳
也
。
故
賜
　二

号
於
二
神
　一

、
曰
　二

稲
田
宮
主
神
　一

。
已
而
素
戔
嗚
尊
遂
就
　二

於
根
国
　一

矣
。

（
第
五
）
一
書
曰
、
素
戔
嗚
尊
曰
、
韓
鄕
之
嶋
是
有
　二

金
銀
　一

。

若
使
吾
児
所
　レ

御
之
国
、
不
　レ

有
　二

浮
宝
　一

者
未
　二

是
佳
　一

也
。

乃
拔
　二

鬚
髯
　一

散
之
、
即
成
　レ

杉
。
又
拔
　二

散
胸
毛
　一

、
是
成
　レ

檜
。
尻
毛
是
成
　レ

柀
、
眉
毛
是
成
　二

櫲
樟
　一

。
已
而
定
　二

其

当
　
　
一
レ

用
、
乃
稱
之
曰
、
杉
及
櫲
樟
、
此
兩
樹
者
可
　三

以
為
　二

浮
宝
　一

。
檜
可
　三

以
為
　二

瑞
宮
之
材
　一

。
柀
可
　三

以
為
　二

顕
見
蒼

生
奧
津
棄
戸
将
臥
之
具
　一

。
夫
須
　レ

噉
八
十
木
種
、
皆
能
播

生
。
于
　レ

時
素
戔
嗚
尊
之
子
、
号
曰
　二

五
十
猛
命
　一

。
妹
大

屋
津
姫
命
。
次
枛
津
姫
命
、
凡
此
三
神
亦
能
分
　二

布
木
種
　一

。

即
奉
　レ

渡
　二

於
紀
伊
国
　一

也
。
然
後
素
戔
嗚
尊
居
　二

熊
成
峯
　一

、

而
遂
入
　二

於
根
国
　一

者
矣
。
棄
戸
、
此
云
　二

須
多
杯
　一

。
柀
、
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此
云
　二

磨
紀
　一

。

 

（
日
本
書
紀
神
代
上
・
第
八
段）

34
（

）

　

素
戔
嗚
は
、
我
が
子
の
治
め
る
国
に
船
が
無
い
と
す
れ
ば
、
良

く
な
い
こ
と
だ
と
し
て
、
自
ら
の
毛
か
ら
木
々
を
生
み
出
し
て
い

る
。
素
戔
嗚
の
子
孫
で
あ
る
三
柱
の
神
も
、
木
の
種
を
蒔
い
て
い

る
。「
吾
児
の
治
め
る
国
」
と
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
国
の
統
治
者
、

す
な
わ
ち
人
間
の
先
祖
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
五
の
一

書
か
ら
は
、
先
祖
が
死
ぬ
と
、
自
然
現
象
に
な
っ
て
現
れ
る
と
い

う
、
古
代
の
思
想
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
穀
物
神
の
話

で
は
、ア
マ
テ
ラ
ス
が
国
の
先
祖
で
は
な
く
、神
と
し
て
振
る
舞
っ

て
い
た
。
ス
サ
ノ
ヲ
・
ア
マ
テ
ラ
ス
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
先
祖
と
子

孫
の
関
係
・
神
と
人
と
の
関
係
を
築
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
二
神

は
本
来
、
姉
弟
の
関
係
に
な
く
、
系
統
の
異
な
る
神
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

天
神
と
地
神
の
二
項
対
立
を
前
提
と
す
れ
ば
、
新
た
に
「
ツ
ク

ヨ
ミ
」
が
加
わ
り
、
三
貴
子
が
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
に
ツ
ク
ヨ
ミ
と
オ
オ
サ
ザ
キ
と
の
関
係
性

を
指
摘
し
た
よ
う
に
、
人
界
に
直
接
干
渉
し
、
統
治
す
る
神
が
必

要
に
な
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

月
夜
見
の
話
で
は
、
伊
弉
諾
尊
が
「
天
照
大
神
者
可
　三

以
御
　二

高

天
之
原
　一

也
。
月
夜
見
尊
者
可
　三

以
配
　レ

日
而
知
　二

天
事
　一

也
。
素
戔

嗚
尊
者
可
　三

以
御
　二

滄
海
之
原
　一

也
。」と
命
じ
て
い
る
が
、「
シ
ラ
ス
」

に
あ
て
た
漢
字
に
留
意
す
る
と
、
天
照
大
神
と
素
戔
嗚
尊
に
は

「
御
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
月
夜
見
に
は
「
知
」
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。『
古
事
記
』
の
伊
耶
那
伎
命
が
、
三
貴
子
に
統

治
を
命
じ
る
際
に
は
、
一
貫
し
て
「
知
」
と
書
か
れ
て
い
た
一
方
、

『
日
本
書
紀
』
で
「
知
」
が
月
夜
見
に
の
み
用
い
ら
れ
る
こ
と
に

関
し
て
は
、「
御
」
と
「
知
」
に
別
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
同
時
に
、
天
照
大
神
・
素
戔
嗚
尊
と
、
月
夜
見
の
立
場

に
違
い
が
あ
る
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
第
十
一
の
一
書
で
、
人
々
の
た
め
に
、
田
畑
の

種
子
や
、
村
長
を
定
め
、
統
治
者
と
し
て
振
る
舞
う
天
照
は
、
月

夜
見
に
葦
原
中
国
へ
行
く
よ
う
命
じ
て
い
る
。
ツ
ク
ヨ
ミ
に
「
御
」

で
は
な
く
、「
知
」
を
あ
て
た
の
は
、
天
照
の
命
令
を
知
り
、
実

行
す
る
者
を
表
そ
う
と
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。

　

ア
マ
テ
ラ
ス
が
、
天
児
屋
命
と
太
玉
命
に
、「
以
吾
高
天
原
所

御
斎
庭
之
穂
、
亦
当
御
於
吾
児
（
神
代
紀
下
第
九
段
一
書
第
二）

35
（

）」

と
命
じ
て
い
る
よ
う
に
、「
吾
児
（
直
系
の
代
々
の
天
皇
）」
に
高

天
原
に
作
る
神
聖
な
稲
穂
を
任
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。こ
こ
か
ら
、

「
御
」
に
は
、「
治
め
る
」
以
外
に
「
譲
る
」
と
い
う
意
味
も
存
在

す
る
こ
と
が
分
か
る
。「
御
」
に
世
襲
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た

と
す
る
な
ら
、「
知
」
が
あ
て
ら
れ
た
ツ
ク
ヨ
ミ
の
地
位
は
、
直
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系
血
族
で
な
く
と
も
就
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
を
含
ん
で

い
る
と
い
え
よ
う
。

結

　

元
来
、
人
々
は
現
象
そ
の
も
の
を
神
と
し
て
、
名
前
を
つ
け
ず

に
信
仰
し
て
い
た
と
推
測
す
る
。ス
サ
ノ
ヲ
の
原
形
は
、破
壊（
災

害
）
と
再
生
（
植
林
）
を
司
る
自
然
の
力
そ
の
も
の
で
あ
り
、
日

神
・
月
神
に
つ
い
て
は
、
顕
宗
紀
に
あ
る
よ
う
な
、
人
間
に
憑
依

す
る
霊
的
な
神
が
原
形
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

ス
サ
ノ
ヲ
は
自
然
神
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
つ
つ
、
祖
霊
と
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
る
記
述
が
あ
っ
た
。
一
方
で
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
、

あ
く
ま
で
神
と
し
て
他
神
や
人
に
命
じ
て
い
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
が
祖

霊
と
子
孫
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
神
と
人
と
の
関
係
を
提
示
し
て
い
る

点
で
、
こ
の
二
神
が
系
統
の
異
な
る
神
で
、
各
々
独
立
し
た
神
話

を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、記
紀
の
冒
頭
に
は
、「
天
地
初
発
之
時（
古
事
記）

36
（

）」「
古

天
地
未
　レ

剖
（
日
本
書
紀）

37
（

）」
と
あ
る
よ
う
に
、
世
界
の
成
り
立
ち

を
説
明
す
る
た
め
、
一
つ
だ
っ
た
世
界
を
天
地
二
分
さ
せ
て
神
話

を
つ
く
る
必
要
性
が
窺
え
る
。
神
話
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
・
ス
サ

ノ
ヲ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
天
神
・
地
神
と
し
て
、
二
項
対
立
の
物
語
を

つ
く
り
あ
げ
て
い
た
名
残
が
見
え
る
が
、
こ
の
時
点
で
の
ア
マ
テ

ラ
ス
は
、
日
神
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
天
そ
の
も
の
を
擬
人
化
し

た
神
で
あ
る
。
二
項
対
立
に
よ
る
宇
宙
巨
人
神
話
の
世
界
か
ら
国

家
基
準
の
物
語
と
す
る
際
、
応
神
天
皇
の
三
皇
子
の
よ
う
に
、
三

柱
の
神
を
創
作
し
た
の
で
は
な
い
か
。
月
神
の
立
ち
位
置
に
つ
い

て
、『
古
事
記
』
で
は
、
水
林
の
言
う
〝
共
同
的
世
界
〟
を
つ
く

る
と
い
う
創
世
の
思
想
に
基
づ
き
、
三
貴
子
の
勢
力
を
分
散
し
て

い
た
が
、『
日
本
書
紀
』
で
は
、
日
と
、
そ
の
補
佐
と
し
て
の
月
を
、

同
じ
「
天
」
の
領
域
に
存
在
す
る
も
の
と
し
た
の
だ
ろ
う
。

注（
１
） 『
古
事
記
』
上
巻
。
以
下
、『
古
事
記
』
の
引
用
は
、
山
口
佳
紀
、
神
野

志
隆
光 

校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

古
事
記
』
小
学
館
、

一
九
九
七
年
に
よ
る
。

（
２
） 『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
、
小
島
憲
之 

他
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集　

日
本
書
紀
（
１
）～（
３
）』
小
学
館
、
一
九
九
四
～
一
九

九
八
年
に
よ
る
。

（
３
） 

小
島 

他
校
注
・
訳
、
前
掲
注（
２
）、（
２
）、
二
五
二
頁

（
４
） 

山
口 

他
校
注
・
訳
、
前
掲
注（
１
）、
四
八
～
五
四
頁

（
５
） 

都
倉
義
孝
「
古
代
王
権
の
宇
宙
構
造
―
「
古
事
記
」
三
貴
子
分
治
神
話

を
め
ぐ
っ
て
―
」『
早
稲
田
商
学 

２
８
１
号
』
一
九
七
九
年
、
五
七
～

七
八
頁

（
６
） 

山
口 
他
校
注
・
訳
、
前
掲
注（
１
）、
二
五
八
～
二
六
〇
頁
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（
７
） 

山
口 

他
校
注
・
訳
、
前
掲
注（
１
）、
四
九
四
～
四
九
六
頁

（
８
） 
小
島 

他
校
注
・
訳
、
前
掲
注（
２
）、（
１
）、
三
五
～
五
八
頁

（
９
） 
小
島 

他
校
注
・
訳
、
前
掲
注（
２
）、（
２
）、
二
〇
～
二
四
頁

（
10
） 

小
島 
他
校
注
・
訳
、
前
掲
注（
２
）、（
２
）、
二
四
頁

（
11
） 

都
倉
、
前
掲
注（
５
）、
七
五
頁

（
12
） 

水
林
彪
『
記
紀
神
話
と
王
権
の
祭
り 

新
訂
版
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇

一
年
、
三
七
頁

（
13
） 

水
林
、
前
掲
注（
12
）、
三
七
頁

（
14
） 

注（
13
）
に
同
じ

（
15
） 『
万
葉
集
』
の
引
用
は
、
佐
竹
昭
広 
他
校
注
『
原
文
万
葉
集
（
上
）（
下
）』

岩
波
文
庫
、
二
〇
一
五
～
二
〇
一
六
年
に
よ
る
。

（
16
） 

辰
巳
正
明
、
國
學
院
デ
ジ
タ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
『
万
葉
神
事
語
辞
典
』

参
照
〈http://k-am

c.kokugakuin.ac.jp/D
M

/detail.do?class_

nam
e=col_dsg&

data_id=68209

〉（
二
〇
一
九
年
一
一
月
一
一
日
ア

ク
セ
ス
）

（
17
） 

山
口 

他
校
注
・
訳
、
前
掲
注（
１
）、
五
四
～
五
六
頁

（
18
） 

小
島 

他
校
注
・
訳
、
前
掲
注（
２
）、（
１
）、
六
〇
頁

（
19
） 

山
口 

他
校
注
・
訳
、
前
掲
注（
１
）、
六
二
頁

（
20
） 

小
島 

他
校
注
・
訳
、
前
掲
注（
２
）、（
１
）、
七
六
頁

（
21
） 

都
倉
、
前
掲
注（
５
）、
七
三
頁

（
22
） 

若
井
敏
明
「
記
紀
神
話
の
原
像
と
ヤ
マ
ト
王
権
の
起
源
」『
日
本
書
紀

研
究
第
二
十
七
冊
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
二
九
八
～
二
九
九
頁

 

若
井
の
考
え
は
、
素
戔
嗚
尊
が
出
て
き
た
結
果
、
月
読
尊
が
無
意
義
な

も
の
に
成
り
下
が
っ
た
の
だ
と
い
う
高
木
敏
雄
の
推
測
（「
素
戔
嗚
尊

神
話
に
現
れ
た
る
高
天
原
要
素
と
出
雲
要
素
」『
増
訂
・
日
本
神
話

伝
説
の
研
究
１
』、
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
一
九
七
三
年
）
の
上
に
成

り
立
っ
て
い
る
。

（
23
） 

蒼
天
を
人
格
化
し
た
男
神
。
風
、
雨
、
雷
電
な
ど
を
も
た
ら
し
、
地
上

の
生
命
の
育
成
者
と
し
て
尊
崇
さ
れ
る
が
、
往
々
に
し
て
あ
ら
ゆ
る

神
々
の
支
配
者
と
さ
れ
、
創
造
神
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
。（
松
前
健
・

〈
天
父
神
〉
参
照
）『
日
本
大
百
科
全
書
16
』
小
学
館
、
一
九
九
四
年
に

よ
る
。

（
24
） 

坂
本
太
郎 

他『
日
本
古
典
文
学
大
系
67　

日
本
書
紀　

上
』岩
波
書
店
、

一
九
八
〇
（
初
版
一
九
六
七
）
年
、
五
五
五
頁

（
25
） 

山
口 

他
校
注
・
訳
、
前
掲
注（
１
）、
六
六
～
六
八
頁

（
26
） 

山
口 

他
、
前
掲
注（
１
）、
注
釈
参
照

（
27
） 

本
居
宣
長
『
古
事
記
傳
二
』
九
之
巻
、
日
本
名
著
刊
行
會
、
一
九
三
〇

年
、
四
五
四
頁

（
28
） 

小
島 

他
校
注
・
訳
、
前
掲
注（
２
）、（
１
）、
五
八
～
六
〇
頁

（
29
） 

楠
山
春
樹
『
新
釈
漢
文
大
系
55 

淮
南
子 

中
』
明
治
書
院
、
二
〇
〇
九

（
初
版
一
九
八
二
）
年
、
五
六
四
頁

（
30
） 
楠
山
、
前
掲
注（
29
）、
五
六
四
頁

（
31
） 

小
島 
他
校
注
・
訳
、
前
掲
注（
２
）、（
１
）、
五
八
～
六
〇
頁

（
32
） 

山
口 

他
校
注
・
訳
、
前
掲
注（
１
）、
六
二
頁
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（
33
） 

小
島 

他
校
注
・
訳
、
前
掲
注（
２
）、（
１
）、
七
四
～
七
六
頁

（
34
） 

小
島 

他
校
注
・
訳
、
前
掲
注（
２
）、（
１
）、
九
二
～
一
〇
二
頁

（
35
） 
小
島 

他
校
注
・
訳
、
前
掲
注（
２
）、（
１
）、
一
三
八
頁

（
36
） 
山
口 
他
校
注
・
訳
、
前
掲
注（
１
）、
二
八
頁

（
37
） 

小
島 
他
校
注
・
訳
、
前
掲
注（
２
）、（
１
）、
一
八
頁
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